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ＪＲ東海労働組合
ＪＲ東海労ニュース
西労組合員への賠償命令が確定！
最高裁がＪＲ西日本の上告を棄却！

ＪＲ東海のフォロー教育も同じだ！
ＪＲ西日本がミスをした運転士らに課した「日勤教育」で屈

辱的な扱いを受けたとして、ＪＲ西労組合員が同社などに計60

0万円の損害賠償を求めた訴訟の上告審で、最高裁判所第１小

法廷は上告を棄却する決定をしました。（決定は11日付）これ

により、同社などに対し、運転士と車両管理係の計２名に計90

万円の支払いを命じた大阪高裁の判決が確定しました。
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